
35 役場だより
Aug‐2013 34役場だより
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INFORMATION INFORMATION

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
個

人
事
業
者
）
の
中
間
申
告
と
納
付

【
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
中
間
申
告

と
納
付
が
必
要
な
個
人
事
業
者
と
は
？
】

個
人
事
業
者
の
方
で
、
平
成
24
年
分
の
確

定
消
費
税
額（
地
方
消
費
税
は
含
み
ま
せ
ん
）

が
48
万
円
を
超
え
る
方
は
、
消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税
の
中
間
申
告
と
納
付
が
必
要
で

す
。こ

の「
平
成
24
年
度
分
の
確
定
消
費
税
額
」

と
は
、
平
成
24
年
分
の
確
定
申
告
に
よ
り
確

定
し
た
消
費
税
の
年
税
額
を
い
い
、
期
限
後

申
告
ま
た
は
修
正
申
告
が
行
わ
れ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
確
定
し
た
消
費
税
の

年
税
額
を
い
い
ま
す
。

【
中
間
申
告
の
方
法
と
納
付
】

①
前
年
実
績
に
よ
る
中
間
申
告

平
成
24
年
分
の
確
定
消
費
税
額
に
応
じ

て
、
次
に
よ
り
算
出
し
た
中
間
納
付
税
額
を

記
載
し
た
「
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の

中
間
申
告
」
お
よ
び
「
納
付
書
」
を
所
轄
の

税
務
署
か
ら
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
税
務
署
に
中
間
申
告
書
を

提
出
す
る
と
と
も
に
、
納
付
書
に
よ
り
消
費

税
お
よ
び
地
方
税
の
納
付
を
し
て
く
だ
さ

い
。

申告・納付期限

平成25年9月2日（月）

（振替納税利用の場合の振替日）
平成25年9月27日（金）

詳細は、国税庁ホームページ
（www.nta.go.jp）でご確認く
ださい。

中間納付税額

平成24年分の確定消費税額の12分の6の消
費税額とその25％の地方消費税額

平成24年分の確定消費税額の12分の3の消
費税額とその25％の地方消費税額

平成24年分の確定消費税額の12分の1の消
費税額とその25％の地方消費税額

中間申告・
納付の回数

年1回

年3回

年11回

平成24年分の
確定消費税額

48万円超
400万円以下

400万円超
4,800万円以下

4,800万円超

②
仮
決
算
に
基
づ
く
中
間
申
告

事
業
状
況
が
平
成
24
年
と
著
し
く
異
な
る

場
合
な
ど
は
、上
記
の
①
の
方
法
に
代
え
て
、

各
中
間
申
告
対
象
期
間
を
一
課
税
期
間
と
み

な
し
て
仮
決
算
を
行
い
、
こ
れ
に
基
づ
い
て

計
算
し
た
消
費
税
額
お
よ
び
地
方
消
費
税
額

に
よ
り
中
間
申
告
・
納
付
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
こ
の
計
算
に
よ
り
マ
イ
ナ
ス
と

な
っ
た
場
合
で
も
還
付
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
（
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
場
合
は
、

中
間
申
告
税
額
は
「
０
」
に
な
り
ま
す
）。

ま
た
、
仮
決
算
に
よ
る
中
間
申
告
書
は
、

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
中
間
申
告
の
期
限
ま
で
に
、
中
間
申
告
書

を
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、上
記「
１

前
年
実
績
に
よ
る
中
間
申
告
」
の
消
費
税
額

お
よ
び
地
方
消
費
税
額
が
納
付
す
べ
き
税
額

と
し
て
確
定
し
ま
す
の
で
、
納
付
期
限
ま
で

に
必
ず
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
中
間
申

告
は
、「e-T

ax

（
国
税
電
子
申
告
・
納
税

シ
ス
テ
ム
）」
を
ご
利
用
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
「e-T

ax

」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w
.

e-tax.nta.go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業

者
）
の
納
税
に
は
、
便
利
な
振
替
納
税
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
振
替
納
税
を
利
用
す
る
た

め
に
必
要
な
振
替
依
頼
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

と
か
ち
帯
広
空
港

「
空
の
日
」
記
念
イ
ベ
ン
ト

　

９
月
８
日
（
日
）
に
と
か
ち
帯
広
空
港
で

「
空
の
日
」
記
念
ま
つ
り
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

管
制
塔
見
学
会
、
機
体
見
学
会
、
ス
ポ
ー

ツ
カ
イ
ト
演
舞
な
ど
多
数
の
イ
ベ
ン
ト
が
盛

り
だ
く
さ
ん
で
す
。　

９
月
８
日
（
日
）
10
時
～
15
時　

と
か
ち
帯
広
空
港

▽
管
制
塔
・
気
象
施
設
見
学
※
事
前
申
込
が

必
要
で
す
。

小
学
３
年
生
～
中
学
生

９
月
８
日
（
日
）
13
時
～
14
時

抽
選
20
名

８
月
１
日
～
８
月
23
日
ま
で
に
、
往
復

は
が
き
に
以
下
の
記
載
事
項　

・
イ
ベ
ン
ト
名
（
管
制
塔
・
気
象
施
設
見　

　

学
希
望
）

・
参
加
希
望
者
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）

　

１
通
２
名
ま
で
申
込
可

・
年
齢
（
学
年
）

・
連
絡
先
（
電
話
番
号
）

・
保
護
者
氏
名

・
返
送
先

を
書
い
て
、
空
の
日
実
行
委
員
会
（
〒
089
‐

１
２
４
５
帯
広
市
泉
町
西
９
線
中
８
番
地

41
、
帯
広
空
港
事
務
所
内
☎
０
１
５
５（
64
）

５
３
２
０
）
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

休日救急診療当番医について

　当番医制度は、あくまでも「急病患

者さん」のためのものです。いわゆる

「夜間診療所」という意味での当番医

制度ではありません。

～急病についての問合せ先～

◆発熱や腹痛などの初期救急が必要

なとき、受診できる医療機関をお知ら

せします。

【帯広市急病テレホンセンター】

0155‐26‐1099（フリーダイヤル）

▽年中無休・24 時間対応

【北海道救急医療情報案内センター】

0120‐20‐8699（フリーダイヤル）

011‐221‐8699（携帯電話 /PHS）

http://www.qq.pref.hokkaido.jp/

▽年中無休・24 時間対応

豊頃消防署 （574）2310

豊頃医院・歯科診療所
『休診日のお知らせ』

●日曜祝日、土曜日（第２・第４）は、休診日です。
　8月は10日、24日が休診日です。

☆臨時休診のお知らせ☆
●豊頃医院: 6日（夜間）、12日～15日
●歯科診療所:	13日～16日

☆夜間診療日のお知らせ☆
●豊頃医院 : 毎週火曜日
※17：00～19：00（18：30受付終了）
●歯科診療所 : 毎週水曜日
※事前予約が必要になります。

■寄附
【社会福祉協議会寄附分】
茂岩栄町 藤井敏子 様 社会福祉増進のため

帯
広
地
区
矯
正
展
の
開
催
に
つ

い
て法

務
局
が
主
唱
す
る
「
社
会
を
明
る
く

す
る
運
動
」
の
一
環
と
し
て
、
刑
事
施
設
の

社
会
的
役
割
に
つ
い
て
、
広
く
一
般
の
方
々

に
ご
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
矯
正
展
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

帯
広
地
区
矯
正
展
で
は
、
全
国
の
刑
務

所
製
品
を
多
数
取
り
揃
え
て
販
売
す
る
と

と
も
に
、
黒
羽
刑
務
所
の
キ
テ
ィ
ち
ゃ
ん
だ

る
ま
や
、
当
所
で
収
穫
し
た
生
鮮
野
菜
も

格
安
で
販
売
致
し
ま
す
。

そ
の
他
に
も
、
施
設
見
学
や
い
ろ
い
ろ
な

催
し
物
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
、
ご
家
族
で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

９
月
14
日
（
土
）
９
時
～
15
時
（
雨
天

決
行
）

帯
広
刑
務
所
（
帯
広
市
別
府
町
南
13

線
33
番
地
）

☎
０
１
５
５
（
48
）７
９
９
８（
企
画
部
門
）

８
月
30
日
か
ら
『
特
別
警
報
』

の
発
表
を
開
始
し
ま
す

　

気
象
庁
は
、
こ
れ
ま
で
の
大
雨
・
津
波
・

高
潮
な
ど
「
警
報
」
に
加
え
、
警
報
の
発
表

基
準
を
は
る
か
に
超
え
る
異
常
な
現
象
が
予

想
さ
れ
、
重
大
な
災
害
の
起
こ
る
お
そ
れ
が

著
し
く
大
き
い
場
合
、
特
別
な
警
戒
を
呼
び

か
け
る
「
特
別
警
報
」
を
新
た
に
発
表
し

ま
す
。

　

対
象
と
な
る
現
象
は
、
東
日
本
大
震
災

に
お
け
る
非
常
に
高
い
津
波
、
居
住
地
に
大

き
な
影
響
の
あ
る
火
山
噴
火
、
こ
れ
ま
で
に

経
験
が
無
い
よ
う
な
低
気
圧
や
台
風
に
よ
る

激
し
い
豪
雨
や
暴
風
な
ど
異
常
な
気
象
現
象

が
発
生
し
た
場
合
が
該
当
に
な
り
ま
す
。

　

津
波
、
火
山
噴
火
に
つ
い
て
は
、
既
に
あ

る
大
津
波
警
報
、
噴
火
警
報
の
う
ち
、
危
険

度
が
非
常
に
高
い
も
の
を
特
別
警
報
と
し

て
、
従
来
の
名
称
の
ま
ま
発
表
し
ま
す
。

　

特
別
警
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
、
お
住
ま

い
の
地
域
は
一
生
の
う
ち
何
度
も
経
験
し
な

い
よ
う
な
非
常
に
危
険
な
状
況
で
す
。
屋
外

の
状
況
や
避
難
指
示
・
勧
告
に
留
意
し
、
直

ち
に
命
を
守
る
た
め
に
最
善
の
行
動
を
と
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
従
来
の
警
報
も
重
大
な
災
害
の
起

こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
発
表
し
て
い
ま

す
。

　

大
雨
な
ど
の
被
害
を
防
ぐ
に
は
、
時
間
を

お
っ
て
発
表
さ
れ
る
注
意
報
・
警
報
や
そ
の

他
の
気
象
情
報
を
活
用
し
、
早
め
早
め
の
行

動
を
と
る
こ
と
が
あ
な
た
や
家
族
の
命
を
守

り
ま
す
。

　

特
別
警
報
の
詳
細
は
、
気
象
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w.jm
a.go.jp/jm

a/kishou/
knou/tokubetsu-keiho/index.htm

l

釧
路
地
方
気
象
台
防
災
業
務
課

☎
０
１
５
４（
31
）５
１
４
６

帯
広
測
候
所
☎
０
１
５
５（
25
）２
３
３
４

■お誕生（	6月20日～ 7月19日届出分）

名　　前 性別 親 住　　所

今月お誕生はありません。

■おくやみ（	6月20日～ 7月19日届出分）

名　　前 年齢 死亡年月日 住　　所
今月おくやみはありません。

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

▽
そ
の
他
▽
お
誕
生
・
お
く
や
み
・
寄
附

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

▽社
協
だ
よ
り

▽
税
金
▽
そ
の
他

役
場
だ
よ
り

※　「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額（申告書⑨欄の差引税額）をいいます。

※


